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 H19 年度から農地・水・環境保全向上対策事業が本格的に実施されるように 
なり、各活動組織の皆様にはご尽力いただいていることと思われます。年度末を迎えるにあたり、各地

域より過疎化・高齢化した田舎では、実際に活動してくれる人が少なくて困っているといったことを多く

聞くようになりました。各活動組織の活動を定着させ、発展させてゆくための各地域における資源の有

効活用、そしてそれらの資源を活用する人材育成の必要性など、さまざまな問題点に直面されている

こととは思いますが、本事業が皆様の地域、及び未来の農業発展の一助となることを願っております。 
 

●協議会からのお知らせ 
 

今年度も残すところわずかになりましたが、『農地・水・環境保全向上対策』皆様の地域では、どうで

したか？初年度ということから手探り状態の組織もあったと思います。今年の成功した活動、見直した

い活動、多々あると思いますが、２年目に向けて役員会等で充分協議され、今年以上の成果が上がりま 

すようお願いいたします。 

さて、県協議会では、平成２０年度の通常の交付金交付が５月になることから、活動組織が４月に行

う諸活動に支障をきたさないよう対応することとしました。 

希望活動組織に対して４月中旬をめどに交付金（国費）の一部を先行して交付することとします。                

取りまとめは、４月に入り、各支部で行いますのでご相談願います。希望活動組織は、申込書を４月 

１４日までに提出して下さい。  

なお、申込金額が多い場合は金額の調整を行うことがありますのでご了承ください。 

《 手 続 き の 概 要 》 

 

 

先行交付申込書（４月１４日まで） 

 

 

 

交付申請書（４月１日以降） 

 

 

 

交付金の先行交付（４月１８日頃） 

 

 

 

交付金の通常交付（５月下旬以降 ２～３回に分けて交付） 
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～～～今今今月月月ののの活活活動動動組組組織織織～～～ 
素敵な花壇ができました。環境保全に留意して地元の 
資源を活用しました。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明木明水会は蔵屋と市の２つの地域があります。 
地域での行事や交流は今までも盛んだったのですが、この対策に取 
り組む中で、みんなの連帯感が深まり絆がますます強くなっている 
と感じています。ただ、後継者不足という心配はありますが。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                     

                              
 

〈編集後記〉 
日毎に春めいてきました。景色

が緑を取り戻しつつあります

ね。皆様これから忙しい季節を

迎えられることとは思いますが

お体ご自愛下さいね。 
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出来栄えを想像しながら、みんな一生

懸命作りました。 

間伐材や竹

を使うことに

しました。 

萩市明木 
 

わーー！！ 

カワイイね。 

“藤公と蛍の里束荷”では、地元

の小学生と『束荷ゲンジボタル同

好会』により、ゲンジボタルの飼

育と放流が行われています。 

周南市束荷 

『束荷ゲンジボタル同好会』は、ふる

さとを愛しホタルの生息できる環境

作りと、心のふれあう町づくりを目指

しています。ホタルは清流のなかで、

しかも限られた条件下でしか育ちま

せん。美しい環境に恵まれた束荷で

は、その環境を維持してゆくためにも

積極的にホタルの飼育に取組んでい

ます。 

毎年6月～10月の間に束荷

公民館にてゲンジボタル幼

虫の飼育が始まります。餌

のカワニナを与えたり水槽

内の環境を整えたりとお世

話が大変です。 

 今年もきっと素晴らしい

光の乱舞が見られることと

思います。みなさん是非束

荷に遊びに来て下さいね！ 元気に育って

るかな～♪ 


